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今季初！！
北海道で死亡した野鳥から低病原性鳥インフルエ
ンザウイルス（H5亜型）が検出されました！
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☆死亡率の増加（１日の死亡率が過去21日間の平均の２倍以上）、
まとまった数の死亡、鶏冠や脚の内出血など疑わしい症状
があった場合は、直ちに家畜保健衛生所に連絡してください。

●概要

死亡個体（マガモ）
回収日：10月26日
判定日：10月28日

北海道旭川市

農場へのウイルス侵入リスクが
高まっています！！

☆飼養衛生管理基準遵守をお願いします！

①衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒
②衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
③衛生管理区域に立ち入る車両の消毒
④家きん舎に立ち入る者の手指消毒
⑤家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
⑥野生動物侵入防止のためのネット等の設置、点検修繕
⑦ねずみ及び害虫の駆除


